
=重県立津工業高等学校同窓会会則

第 1章 総 則

第 1条 本会は、二重県立津工業高等学校同窓会と称する。

第2条 本会は、資産の一部として、津市半日142に津工会館を保有し、本会の所在地 停務局)

をここに記 する。

第 3条 本会は、会員相コの親睦をはかり、母校の発展と工業の隆盛に貢献することを目的とする。
ここで、母校とは、二重県立津工業高等学校および同校の前身校すべてをいう。

第4条 前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 会員相互の連絡および共助に関する事業
2 母校の発展に寄与し得る事業
3 知識 技能の普及に関する事業

4 そ吼 必要 と認められる諸事業

第2章 会 員

第5条 本会は、次の会員をもつて櫛成する。
1 正 会 員 母校の卒業生

2 準 会 員 力つて母校に在学した者で理事会の承認を経た者
3 特別会員 母校現職員
4 客  員 母校1日職員

第3章 役 員

第6条 本会は、次の役員を置く。役員o■期は2ケ年とし、ヨ■および重任を妨げな0、 なお、補
欠歳日

=者
は
一

月■期間とする。
1会 長 1名   7書 記 若干名
2畠1会 長 複数名    8会 計 複数名
3 名誉会長  前会長       9 監  査  2 名
4相 談 役  暮 銘     lo苺 務 局長  1名
5 常任理事  複数洛      11 事務部長  1 名
6 理  事  複数名      12 評 議 員  複数洛

第7条 役員の宝降は次のとおりとする 。
1 会  長 本会を代表し、会務を統轄し、総会、常■哩事会、理事会、評議員会を招集しえる。
2 副 会 長 会長を補左し、会長事故あるときはこれを代行する。
3 名誉会長
4 オロ談 役 会務に参与する。
5 常任理事 常任理事会を組織して会務を処理する。
6 理  事 理事会を組織して会務を処理する。
7 書  記 会務に関する一切の書類管理、記録を行う。
8 会  計 会計事務を担当し資産管理を行う。
9 監  査 各年度 1回以上の会計監査を行い、その結果を総会において報告する。
10 事務局長 津工会館長を兼務し、会務の事務及び津工会館の臨営維持 管理を総理する。
11 事務部長 母校現職員中の理事を代表し、母校との連絡協議に当たる。
12 評 議 員 同期生会員の代表となり、評議員会を細載して会務を分担する。

第8条 役員の選出は次のとおりとする。
1 会  長 理事中より互選し、総会において承認を得る。
2副 1会 長   同  上

3 名誉会長 前会長m就任をrマ頼 総会において承認される。
4 相 談 役 母校現職学校長、教頭 事務長ならびに理事会により特に推薦されたれ
5 潮■理事 理事中より会長これを委嘱する。
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6 理  事 総会において正会員中より互選する。なお、

―

で、正会員である者、及よ
支部長は理事として会長これを委嘱する。

7 書  記 理事中より会長これを委嘱する。
8 会  計 理事中より会長これを委属する。
9 監  査 理事中より会長これを委嘱する。
10 事務局長 理事会の承認を得る。
11 事務部長 理事中より会長これを委嘱する。
12評 議 員 入会年度ならびに熱 を勘案して正会員中より互選する。
第4章 運 営

第9条 総会

1 総会は、全会員をもつて組織され、この会のすべての決議を行う。
2 総会は、自列総会およ0臨時総会とする。日列総会は年 1回と,~る。臨時給会は理事会の決議

により、これを開催する。
3 総会の決議は出席者

『
飛 半数をもって議決する。議決権の行使を他の会員に動■伏をもつて委

任したる者は出席者とみな丸
4 総会は、会務の報告、決算の承認、予算の審議、及び、会則の改正、役員の改選、その位 要

と認められる事項について決議を行う。

第 10条 常任理事会およで理事会
1 常任理事会および理事会は、常■理事および理事をもつて杓成する。
2 常任理事会および理事会は、会長が必要と認めたとき、または、常任理事および理事の過半数

が要求したとき開催する。
3 潮■理事会および理事会は、会務についての一切の立案審議を行う。また、その他必要と認め

られる事項の処理を行う。

第 H条 評議員会
1 評議員会は、評議員をもつて欄支する。
2 評議員会は、会長が必要と認めたとき、または、評議員の過半数が要求したとき開催する。
3 評議員会は、会長への会務帷 、行事の進行の助成、相互の連絡の執行をする。

第 12条 各種会議の成立は細貝‖こよって運営されなければならな0、

第5章 資産および会計

第■条 本会の資産および会計は次項により管理する。
1 本会の資産は、正会員の会費およびその他の収入をもつてあたる。
2 本会の経常費は、会費およびその他の収入 こより支弁を原則とする。
3 本会の会費齢 順1に よってこれを定める。
4 本会の資産の管理、会計出納は、細 吼こ基づいてこれを行う。
5 本会の会計年度は、4月 1日 に始まり、翌年 3月 31日 に終わる。
第6章 支 部

第

“

条 地方角主または同一職場司一業種の会員は支部を設置することができる。但し、設置に関し
ては細則に基づくものとする。

第 条ヽ 支部の設置は総会の承認を経なければならなし、
第

“

条 支部は細貝

“

こ基づいて支部助成金を受けることができる。
第 7章 会則の変更

第
"条

 会則の変更については、総会の決議を経なければならな0、

第8章 会員の異動

第胡条 会員の創言、名前、職業、その他―身上に関して異動のあったときは本人または最寄りの会
員よりその旨直ちに本会に通知しなければならなし、
第9章 附 則

第 19条 本会則は、昭和41年 1月 2日 より発効、実施するものとする。
コ戎13年 6月 10日 改正

莉戎21年 6月 14日 改正
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Ⅵ戎27年 6月 14日  改正

第20条 本会則に基づき、これを実施するため本会細則を別に定める。
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